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特定事業者以外の事業者

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
基 本 方 針

お客様への快適な売場環境を維持しつつ、エネルギーの使用量削減を推進していく。

温室効果ガスの排出の
抑 制 を 図 る た め の
推 進 体 制

担当部門による省エネ立案計画執行。

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｼｽﾃﾑ名称

適用範囲
取得

年月日

計 画 期 間 2025 年度 2029

燃料及び熱 1,268

前年度の原油換算
ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量

県内登録の
自動車数

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
１号該当特定事業者（大規模エネルギー使用事業者）

熊本県地球温暖化の防止に関する条例施行規則第５条第
２号該当特定事業者（自動車運送事業者）

事 業 概 要 　各種商品小売業　百貨店

該 当 す る 事 業 者 要 件

年度

温室効果ガスの排出の
抑制を図るため実施しよ
う と す る 措 置 の 内 容

【設備更新等】
・全館に設置されている照明器具を順次LED器具へ更新する。
・高効率空調機パッケージエアコンへ更新する。
・受変電設備更新工事に伴うトップランナー第三次機器の導入を行う。

【その他の措置】
・お客様施設以外冷暖房運転設定温度の適正化。

年　度　区　分

①排出量 20,216 10,481 10,112

住 所 ( 法 人 に あ っ て は 、
主たる事務所の所在地)

　熊本市中央区手取本町6-1

氏 名 ( 法 人 に あ っ て は 、
名称及び代表者の氏名)

　株式会社鶴屋百貨店　　代表取締役社長　福岡　哲生

区　　　　　　　　　　　　分

923 901

電気 18,948 9,558 9,211

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

②補完的手段によ
る削減量

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 50.0 △ 100.0 △ 100.0

再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ

森林整備等

その他知事が認
めるもの

グリーン電力証書等

△ 100.0 △ 100.0

①－②
差引後排出量

20,216 10,481 10,112

△ 100.0△ 100.0
削減率・増減率
(基準年度比)

△ 50.0 △ 100.0

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

各事業所売場面積×営業時間（千㎡h）

△ 100.0

△ 100.0 △ 100.0 △ 100.0 △ 100.0 △ 100.0

排　　出　　量 0.02104 0.01357 0.01300

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 38.2

差引後排出量 0.02104 0.01357 0.01300

削減率・増減率
(基準年度比)

△ 38.2

原単位の考え方
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（　　）年度 （　　）年度 （　　）年度 （　　）年度 （　　）年度
基準年度

（2013）年度
前年度

（2024）年度
目標年度

（2029）年度

排出の状況及び目標 排出量等の実績
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